
令和5年度改訂

（2023.3）

※当パンフレットの内容は、法令及び厚生労働省資料をもとに作成して
　おります。今後、制度改正などにより内容が変更になる場合があります。
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健康診査（健診）について

～
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マイナンバーカードが保険証として利用できます



※資格喪失後や一部負担金の割合が変わった後に、古い
保険証をお使いになると、医療費を返還しなければなら
ないことがありますので、ご注意ください。
※保険証に自己負担割合が記載されていますので、ご確認
ください。

○交付されたら記載内容の確認を
しましょう。
○貸し借りは、絶対にしないでくだ
さい。
○保険証は、大切に保管しましょ
う。なくしたり破れて使えなくなっ
たときは、再交付できますので、
市町村の担当窓口に申請してく
ださい。

　加入者には、「後期高齢
者医療被保険者証」がお
一人に１枚交付されます。
お医者さんにかかるとき
は、忘れずに窓口に提示し
てください。
　裏面に「臓器提供意思
表示欄」を設けています。
意思表示するかどうかは、
被保険者ご本人の判断に
よるものであり、義務では
ありません。意思表示した
内容を他人に知られたく
ない場合は、「意思表示欄保護シール」をお住まいの市町
村担当窓口に用意しておりますので、ご利用ください。



（限度額66万円） （40,900円）
（7.36％）

岩手県の保険料（令和4・5年度）

保険料は、個人ごとに決まり、被保険者一人ひとりに
納めていただきます。保険料を決める基準（保険料率）
は、2年ごとに見直しされ、県内均一です。

※所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「総所得金額等ー基礎控
除額（43万円）」を原則とします。

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康
保険などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格
取得後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減され
ます。所得割額はかかりません。

被用者保険被扶養者の方の保険料の軽減

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給
与所得者の数（※）－1）＋29万円×被保険
者数  以下

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給
与所得者の数（※）－1）＋53.5万円×被保
険者数  以下

※年金・給与所得者の数    
　世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える（専従者給与は含まない）
・令和4年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超
える
・令和4年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を
超える

世帯（世帯主と被保険者）の所得に応じて、均等割額
が軽減されます。
65歳以上の方の公的年金所得については、その所得
からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判
定します。

基礎控除額（43万円）+10万円×（年金・給
与所得者の数（※）－1）  以下

7割軽減

（※）



ケース1 単身世帯で本人の収入が年金のみの場合

ケース2
夫婦２人世帯で、夫の収入が年金のみ、
妻の収入が年金110万円以下の場合

軽減

均等割額

年金収入額

軽減

均等割額

夫の年金収入額

【計算例】年金のみの収入が168万円の場合     
均等割額：40,900円×7割軽減＝12,270円
　　　　　所得（168万円ー年金控除110万円－高齢者特別控除15万円）が基礎控除額
　　　　　（43万円）を超えないため、7割軽減に該当（判定区分は、P5をご覧ください）。
所得割額：（168万円ー年金控除110万円ー基礎控除43万円）×7.36%＝11,040円
保険料総額：均等割額12,270円＋所得割額11,040円＝23,300円（100円未満切り捨て）

※保険料総額は１００円未満切り捨て

所得割額

保険料総額

所得割額

保険料総額

軽減

均等割額

所得割額

保険料総額

世帯の
保険料合計

153万円以下

12,270

7割軽減

0

12,200

168万円

12,270

7割軽減

11,040

23,300

197万円

20,450

5割軽減

32,384

52,800

300万円

40,900

軽減なし

108,192

149,000

221.5万円

32,720

2割軽減

50,416

83,100

153万円以下
12,270

7割軽減

0

12,200

24,400

12,270

7割軽減

0

12,200

168万円
12,270

7割軽減

11,040

23,300

35,500

12,270

7割軽減

0

12,200

226万円
20,450

5割軽減

53,728

74,100

94,500

20,450

5割軽減

0

20,400

275万円
32,720

2割軽減

89,792

122,500

155,200

32,720

2割軽減

0

32,700

300万円
40,900

軽減なし

108,192

149,000

189,900

40,900

軽減なし

0

40,900



自己
負担
割合

所　得　区　分

現役並み Ⅲ

一　般 Ⅰ
現役並み（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）、一般Ⅱ、低所得者（Ⅰ、Ⅱ）以
外の方

一　般 Ⅱ　
以下の(1) (2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以
上の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の
合計所得金額」の合計額が以下に該当する
　・被保険者が１人………　　200万円以上
　・被保険者が２人以上…合計320万円以上 

課税所得690万円以上

現役並み Ⅱ 課税所得380万円以上

低所得者 Ⅱ
世帯の全員が市町村民税非課税の方（低所得者Ⅰ
以外の方）
低所得者 Ⅰ
世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各
所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80
万円として計算）を差し引いたときに０円となる方

現役並み Ⅰ 課税所得145万円以上

３
割

２
割

１
割

※課税所得とは、市町村民税の課税所得で、総所得金額等から各種所得
控除を差し引いて算出したものであり、世帯内の被保険者のうち最も高
い方の課税所得で判定します。

お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口
に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費
の1割・2割・3割のいずれかです。

●令和４年10月１日から一定以上の所得がある方の医
療費の窓口負担割合が２割になりました。
●令和4年10月１日から３年間(令和7年９月30日まで)
は、２割負担となる方について、１か月の外来医療の窓
口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円ま
でに抑えます(入院の医療費は対象外)。
●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費とし
て、登録されている指定の口座へ後日払い戻します。
●口座登録が必要な方には、高額療養費に該当した際
に申請書をお送りします。

例：１か月の外来医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合１割のとき　① 5,000円

窓口負担割合２割のとき　② 10,000円

負担増　③（②－①） 5,000円

窓口負担増の上限　④ 3,000円

払い戻し等　（③－④ ） 2,000円

窓口負担割合が２割となる方には
負担を抑える配慮措置があります

※ 高額療養費については12ページを参照してください。

配慮措置が適用される場合の計算方法

配慮措置
１か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。



いいえ いいえはい はい
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　自己負担割合は、①「３割負担に該当するか」を判定し
た後に、②「１割負担または２割負担のどちらになるか」を
判定します。

本人および同じ世帯の被保険
者の課税所得がいずれも145
万円未満ですか？

①スタート
(すべての方)

右ページ
②へ

右ページ
②へ [注１]

本人および同じ世帯の被保険
者の収入合計額が520万円未
満ですか？

本人の収入額が
383万円未満で
すか？

同じ世帯に他の
医療保険制度に
加入している70
歳から74歳まで
の方がいる場合、
その方と本人の
収入合計額が520
万円未満ですか？

同じ世帯に被保険者はお１人ですか？

①３割負担に該当するか

②１割負担または２割負担のどちらになるか
自己負担割合の判定の流れ

３割負担
（現役並み所得者）

[注１] 該当すると思われる方には、お住まいの市町村から「基準収入額適用申
請のお知らせ」をお送りしています。また、住民税窓口からの情報をもと
に収入額が確認できた場合に、申請を不要とすることがあります。

※1

※2

※3

昭和20年１月２日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者
については、課税所得が145万円以上であっても、「基礎控除後の総
所得金額等」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の
対象外となり、②の判定に進みます。
「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺
族年金や障害年金は含みません。
「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計額で、事
業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた
後の金額のことです。 

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

はい

はい はい

本人および同じ世帯の被保険
者の課税所得がいずれも28万
円未満ですか？

②スタート
(３割負担に
該当しない方)

１割負担
(一般所得者等)

２割負担
(一定以上所得
のある方)

１割負担
(一般所得者等)

１割負担
(一般所得者等)

いいえ はい

は
い

はい（1人） いいえ（2人以上）

※住民税非課税世帯の方は、１割負担となります。

本人の「年金収入(※２)」
+「その他の合計所得金
額(※３)」が200万円未満
ですか？

本人および同じ世帯の
被保険者の「年金収入
(※２)」+「その他の合計
所得金額(※３)」の合計が
320万円未満ですか？

同じ世帯に被保険者はお１人ですか？

はい
（1人）

いいえ
（2人以上）

（※1）



所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

一 般 18,000円

18,000円または（6,000円+（医療費－
30,000円）×10％）の低いほう

低所得者 8,000円 24,600円
低所得者 8,000円 15,000円 

252,600円＋（医療費－842,000円）×１％
〈140,100円〉

167,400円＋（医療費－558,000円）×１％
〈93,000円〉

 80,100円＋（医療費－267,000円）×１％
〈44,400円〉

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

一 般

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

※１　直近１２か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が４回以上あっ
た場合、４回目からは〈　　　〉内の金額になります。 

※２　自己負担額の年間（８月１日から翌年７月３１日までの間）の合計額に
対して144,000円の限度額を設けます。

※3　令和７年１０月１日以降は、18,000円

※1

※1

※1

※2 ※3  57,600円 〈44,400円〉※1
※2

　入院または高額な外来にかかる前に市町村の担当
窓口で下記の認定証の交付を受け、病院の窓口に保
険証と一緒に提示してください。
●低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額
認定証」（※4）

●現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」
（※5）
●現役並み所得者Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱの所得区分の方は、保
険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いと
なります。

　厚生労働大臣が指定する特定疾病（先天性血液凝固因
子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固
因子製剤の投与に起因するHIV感染症）の場合の限度額
（月額）は1万円です。「特定疾病療養受療証」が必要にな
りますので、市町村の担当窓口に申請してください。

①初めて高額療養費に該当したときは、申請書を送り
ますので、市町村の担当窓口に提出してください。
②一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに
自動的に指定口座に振り込まれます。
③高額療養費の支給口座に変更があった場合、改め
て高額療養費の支給申請が必要となります。

※4 限度額適用・標準負担額
      減額認定証
　　「低所得者Ⅰ・Ⅱ」は「区分Ⅰ・Ⅱ」と
　　表示されます。

※5 限度額適用認定証



　次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、市
町村の担当窓口に申請して広域連合が認めた場合、自己
負担分を除いた額が支給されます。

　事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに診療を
受けたときや、海外渡航中に急病で診療を受けたとき

　医師が治療上必要と認めた、輸血した
生血代やコルセットなどの補装具代が
かかったとき

　医師が治療上必要と認めた、はり・
きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
（歩行困難でない方への往療料は対象
となりません。）

　骨折やねんざなどで、柔道整復師の
施術を受けたとき（単なる肉体疲労や
肩こりなどの場合は対象となりませ
ん。）

460円
210円
160円
100円

過去12か月で90日を超える入院※

※一部医療機関では420円

※市町村の担当窓口での申請が必要です。

370円
370円
370円

0円

460円
210円
130円

100円

現役並み所得者

老齢福祉年金受給者
生活保護境界層該当者

14 15



次

交通事故などにあったとき

被保険者がお亡くなりになったとき

保険外併用療養費

訪問看護療養費

交通事故など第三者の行為によって病気やけがをし
たときの医療費は、加害者の負担が原則ですが、届け
出により後期高齢者医療制度で治療を受けることがで
きます。この場合、広域連合が医療費を立て替え、あ
とで加害者に費用を請求します。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ま
せたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられな
くなりますので、示談の前に必ずご相談ください。

　　　　　　　　　　　　について、自己負担割合に
よって負担します。

2,120,000円

560,000円
310,000円
190,000円

一 般 Ⅰ ・ Ⅱ

1,410,000円
670,000円

低 所 得 者

低 所 得 者

現 役 並 み

現 役 並 み

現 役 並 み

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
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市町村職員や広域連合職員を装っ
た振り込め詐欺にご注意ください。
不審な電話等があったときは、お住
まいの市町村担当窓口または広域
連合までご連絡ください。

　健康状態を総合的に判断し、健康の保持増進や疾病の
重症化等を予防するために、高齢者健診を行っています。

後期高齢者医療制度の被保険者
※医療機関を受診中の方でも、受けられ
ます。

受診のしかた

後期高齢者健診

　口腔機能（食物をかみ砕く・飲み込む・話すなど）の低
下を防ぎ、口の健康を維持し、虚弱な状態に陥らないよ
うにするため、歯科健診（口の健診）を行っています。

歯科健診（口の健診）

健康診査（健診）について

対象

令和5年度に76歳の誕生日を迎える被保険者
（昭和22.４.１～昭和23.３.31生）

対象

●問診●診察●身体計測（身長・体重）●血圧測定
●尿検査●血液検査（血糖・脂質・肝機能）

基本的な健診項目

●問診　●口腔機能及び歯の状態に関する診査
●口腔清掃及び衛生指導

基本的な健診項目

詳しくは、市町村からのお知らせ（広報や受診券）を
ご確認ください。
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　マイナンバーカードを健康保険証として利用するため
には、申し込みが必要です。利用の申し込みは、マイナ
ポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付
きカードリーダーでできます。
※マイナポータルとは、子育てや介護情報をはじめとする行政情報
手続きの検索や、行政からのお知らせを受け取ることができる自
分専用のサイトです。

※自治体独自の医療
費助成等について
は、書類の持参が
必要です。

※健診情報は、2020年度以降に実施したものから閲覧
できます。

利用申込

　利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホーム
ページで確認できます。利用できる施設は順次増えてい
きます。

利用施設の確認

マイナンバーカードが
保険証として利用できます

20 21

こんないいことがあります

1 これまでより手続きがスムーズに
　引越しをしても、マイ
ナンバーカードを健康保
険証として使うことがで
きます。また、病院等の受
付での保険の資格確認が
スムーズになり、待ち時間
の削減も期待できます。

2 手続きなしで限度額を超える一時的な
支払いが不要に
　限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度
における限度額を超える支払いが免除されます。

4 オンラインで医療費控除がより簡単に

　マイナポータルで、自分の
医療費通知情報が閲覧できま
す。また、医療費控除の手続き
で、マイナポータルを通じて
医療費通知情報の自動入力が
可能です。

3 健診情報や薬剤情報が閲覧できる
　本人が同意をすれば、初めての医療機関でも健
診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有
でき、より適切な医療が受けられるようになります。
　ご自身でも、マイ
ナポータルで、自分
の診療情報や健診
情報、薬剤情報を閲
覧でき、健康管理に
役立ちます。

限度額
認定証

マイナンバー
カード

マイナ
ポータル


